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水産物産地市場の現状と課題

〔要　　　旨〕

１　一般に漁港に水揚げされた水産物は，漁協の販売事業，なかでも漁協が開設・運営する

産地市場を通じて販売されており，こうした事情を反映して漁協開設市場が産地市場数の

81％（取扱量ベースでは57％）を占めるなど，産地市場問題イコール漁協市場問題ともい

える状況にある。

２　産地市場の起点となる漁港での水揚状況をみた場合，沖合・遠洋漁獲物主体の漁港では

水揚げの減少が顕著であるが，沿岸漁獲物主体の漁港での減少はそう大きくないなど，様

相を異にする。このように，漁港等の特性によって産地市場における水揚量の減少程度に

は差があるが，魚価低迷は共通している。

３ その背景の一つに産地市場における買受人の構造変化がある。大規模市場では出荷・加

工買受人，一般市場では卸・小売・出荷買受人の役割が大きいが，概してこれら買受人の

減少傾向が続いており，魚価形成上の問題となっている。そのため，こうした買受人機能

をどう補うかが大きな課題となっている。

４ 魚価の低迷は，産地市場に限らず消費地市場にも共通して起きている現象であり，産地

市場の価格形成力が向上したからといってすべてが解決するわけではないが，当該市場に

水揚げされる魚種等の用途・特性に合った買受人（あるいは同機能）の増強によって一定

程度の効果が期待できよう。こうした視点が，産地市場の機能強化や統合・再編問題を考

える場合に重要となる。

５　適当な買受人や加工業者の誘致が優先されようが，漁協においては販売事業の一環とし

ての位置づけであり，困難な場合は他漁協，他業者との提携や単独実施も含めて考える必

要があろう。当然リスクも伴うが，漁協合併も含めた耐性力の強化，人材確保も含めた体

制整備，あるいは組合員の理解を得る等，事前準備に万全を尽くした上での積極的な取組

みに期待したい。
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備化につながるものであり，小規模な産地

市場では到底対応できず，ある程度の市場

統合は不可避という状況にある。

こうした状況を考えれば，産地市場再編

整備計画のスタートから目標年度までの期

間のほぼ半分を経過したこの時期に，産地

市場の現状を振り返ることの意義もそれな

りにあろう。本稿は，そうした趣旨で産地

市場の現状をあらためて整理し，今後に向

けた課題を抽出しようとするものである。

なお，水産物の流通や消費の変化等，産

地市場が機能不全に陥った背景にあるさま

ざまな構造変化については割愛しているの

で，拙稿（2002）等を参照されたい。

（注１）水産庁が設置した「産地市場機能強化対策
検討会」での協議を経てまとめられた「産地市
場機能強化対策検討会報告」（01年３月）をベー
スとする整備計画である。

卸売市場とは，卸売市場法において「生

鮮食料品等の卸売のために開設される市場

であって，卸売場，自動車駐車場その他の

生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な

量販店主導の価格形成を基本とする流通

形態は，輸入水産物をはじめとする市場外

流通の増加等，確実に定着している。また，

個食（孤食）化や食の簡便化ニーズを背景

とする「家庭消費から業務消費へ」という

水産物等消費形態の変化は，内食から外食，

外食から中食へシフトするなど，様相を変

えながらも確実に進展している。

こうしたなかで産地卸売市場（以下「産

地市場」という）の機能不全が大きな問題

として指摘され，現在2010年度を目標年度

とする産地市場再編整備計画へ
（注１）

の取組みが

進められている。しかし，市場統合は遅々

として進展せず，零細規模の市場が多くを

占める状況に大きな変化はみられない。

一方，BSEの発生等を契機とした消費者

の食の安全・安心に対する関心の高まり

は，生産から流通，加工，消費にいたるフ

ードシステム全体について，より一層の衛

生管理対策を求めている。このような衛生

管理の高度化は，必然的に市場施設の重装
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施設を設けて継続して開場されるものをい

う。」と定義されている（第２条第２項）。

同法は，卸売市場を中央卸売市場，地方卸

売市場，その他の卸売市場に区分している

が，その詳細は同法や同法施行令，あるい

は都道府県の卸売市場条例で規定されてお

り，おおむね第１表のとおりその内容を整

理できる。

本稿で対象とする「産地市場」という名

称は見当たらず，その意味では法的な定義

づけは行われていない。ただし，施行令第

２条（地方卸売市場の施設の最低規模）にお

いて，「主として漁業者又は水産業協同組

合から出荷される水産物の卸売のためその

水産物の陸揚地において開設される卸売市

場で，その水産物を主として他の卸売市場

に出荷する者，水産加工業を営む者に卸売

する者又は水産加工業を営む者に対し卸売

するためのもの」との規定があり，これが

産地市場に関する唯一の記述となってい

る。市場要件等も加味すれば，一般には

「地方卸売市場」ないし「その他の市場」
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に該当し，かつ上記規定を満たす市場とい

うことができよう。

なお，「水産物産地市場の統合および経

営合理化に関する方針」（12水漁第4504号水

産庁長官通知）では，「水産物の卸売のため

に開設される市場であって，漁船による水

産物の直接水揚げ又は陸送による生産地か

らの水産物の搬入を受けて，第一段階の取

引を行う市場をいう。」として，より簡潔

な定義づけがなされている。後者の定義の

ポイントは，産地市場で取引される水産物

には，当該漁港に直接水揚げされるものと

他の漁港（生産地）から陸送されてくるも

のがあるということを明記している点であ

る。

（１） 漁港種類と水揚動向

産地市場という水産物流通問題を検討す

るにあたって，その起点となる漁港の現状

をまず整理しておきたい。海に囲まれたわ

市
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資料　卸売市場法等を基に筆者作成  

要件等 開設者の認可等 

第1表　卸売市場の種類と要件 

・地方公共団体（都道府県, 人口２０万人以上の市, 又はこれ
らが加入する一部事務組合若しくは広域連合）が, 農林水
産大臣の認可を受けて開設する卸売市場（法第８条） 

　開設者 : 地方公共団体（大臣認可） 
　卸売業者 : 大臣許可（法第１５条） 
　仲卸業者 : 開設者許可（法第３３条） 
　売買参加者 : 開設者承認（法第３６条） 

・中央及び地方卸売市場以外の卸売市場 ・卸売市場法には規定なし。ただし, 道府県条例での規
制可としており（法第７４条）, 「地区卸売市場」との呼
称事例有り（例 : 石川県, 新潟県等） 

・中央卸売市場以外の卸売市場で, 政令でその規模が
規定され, 都道府県知事の許可を受けて開設される
卸売市場（法５５条） 
・水産物に関しては２００ｍ２（産地市場は３３０ｍ２）以上（施
行令第２条） 

　開設者 : 都道府県知事許可（法第５５条） 
　卸売業者 : 都道府県知事許可（法第５８条） 
　仲卸業者 : 都道府県条例で規定（法第６８条）。一般的
に開設者の承認, 知事への届出としている。 
　売買参加者 : 仲卸業者の場合と同様。なお, 仲卸業
者と売買参加者をまとめて「買受人」と呼称している
事例有り（例 : 石川県, 新潟県等） 
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２　漁港，漁協と産地市場
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が国の「港」を規定する法律は，「漁港漁

場整備法（旧漁港法）」「港湾法」「港則法」

「関税法」等いろいろあるが，水産物流通

に関しては「漁港漁場整備法」に規定され

る「漁港」に限定しても良いだろう。わが

国の代表的な漁業基地である釧路が同法上

の「漁港」に該当しないなど一部不都合も

あるが，産地市場問題を取り上げる場合の

大きな支障とはならないものと考えられ

る。
（注２）

漁獲物の水揚げ（漁港等に関する記述に

おいては，一般に「陸揚げ」と表現される）

は一般に漁港において行われるが，その漁

港は漁港漁場整備法によって５種類に区分

されている。主な区分基準はその漁港を利

用する漁船の範囲であり，第２表のとおり

整理できる。大胆に要約すれば，主に第１

種漁港が沿岸漁業，第２種が沿岸漁業と沖

合漁業，第３種が沖合漁業と遠洋漁業，特

定第３種が遠洋漁業を中核に沖合漁業や沿

岸漁業が幅広く営まれている地域にある漁

港といえよう。

04年の漁港種類別水揚状況は第１図のと
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おりであり，いくつかの特徴を読み取るこ

とができる。第４種漁港は別として，各漁

港種類ともそれぞれ20～30％前後の水揚シ

ェアとなっており，おおむね拮抗した状況

にある点が一つの特徴として指摘できる。

いずれの漁港も，水産物流通において一定

の役割を果たしていること示すものといえ

よう。

さらに，第１種や第２種漁港では水揚金

額シェアが水揚数量シェアを上回り，逆に

特定第３種や第３種漁港では水揚金額シェ

アが水揚数量シェアを下回ってい

る点も指摘できる。この違いは，

主に港に水揚げする漁船が営む漁

業種類，ひいては水揚げされる魚

種に起因する。第３種漁港等の大

規模漁港では，まき網等で漁獲さ

れるイワシ，サバ，サンマなど比

較的値段の安い多獲性魚種の水揚

げが多く，第１種や第２種漁港で

は一本釣り等の沿岸漁業が主体と

資料　水産庁『漁港港勢の概要』 
（注）　内円数値は数量, 外円数値は金額, （　）内

は全体の割合。 

第1図　漁港種類別水揚状況（２００４年） 

第１種 

特３種 

第２種 
第３種 

第４種 

５６８ 
（５） 

７５８ 
（１８） 

２，４０２ 
（２２） 

３，１０６ 
（２８） 

３，１０９億円 
（２８％） 

１，２０７ 
（２８） 

１，８７５ 
（１７） 

１，０５８ 
（２４） 

２２４ 
（５） 

１，０７９トン 
（２５％） 

第１種漁港 

第２種漁港 

資料　筆者作成, 漁港数は, 水産庁『漁港港勢の概要（平成１６年）』 
（注）　漁港種類は, 漁港漁場整備法第５条（特定第３種漁港は第１９条の３）に規定。

第2表　漁港の種類と数 

その利用範囲が地元の漁業を主とするもの ２，２１４ 

４９５ 

第３種漁港 その利用範囲が全国的なもの １０１ 

漁船の利用範囲 漁港数 
（２００４年） 

その利用範囲が第１種漁港よりも広く, 第３
種漁港に属しないもの 

第４種漁港 １０１ 離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁
船の避難上特に必要なもの 

特定第３種漁港 １３ 
第３種漁港のうち水産業の振興上特に重要
な漁港で政令で定めるもの（気仙沼, 銚子, 
三崎, 焼津など） 
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なることから比較的値段の高い魚種の水揚

げが多いということを示している。

漁港種類別にその平均水揚量と平均水揚

金額の推移を整理したものが第３表だが，

数量ベースでみて，第３種漁港は第１種漁

港の15倍強（04年），特定第３種漁港は同

じく190倍強（同）となっており，規模の

違いは歴然である。

また，第１種，第２種漁港における水揚

げが，数量，金額とも近年減少傾向にある

とはいえ，特定第３種漁港等との比較にお

いては相対的に良好な状況にあることがみ

てとれる。30年前と比べてみても，特定第

３種漁港等が大きく減少しているなかで，

数量的にはほぼ横ばい水準を維持してい

る。わが国の漁業生産縮小が遠洋・沖合漁

業中心に進んできたことを如実に表すもの

ともいえるが，産地市場の実態をみる上で

も重要な着眼点となろう。

（注２）港湾法に規定される「港湾」において漁業
活動が行われている場合には，漁港漁場整備法
に規定される「漁港」に該当しない場合もある
（例：釧路）。

農林金融2007・3
19 - 137

（２） 漁協の販売事業と産地市場運営

漁協における水産物の販売事業は，受託

販売と買取販売に大別される。前者が圧倒

的に多く，04年度の事業取扱漁協数は，受

託販売のみ936組合（64.3％），買取販売の

み13組合（0.9％），受託・買取とも実施211

組合（14.5％）となっている。金額ベース

でも，受託販売１兆928億円に対し買取販

売は444億円に過ぎない。
（注３）

さらに受託販売は，共同販売（単に「共

販」といわれることも多い），共同出荷，そ

して自らが運営する産地市場を通じた販売

の３形態に大きく分けることができる。共

販は，漁協による漁連への販売委託，漁連

による入札等を通じた指定業者等への販

売，という方式を採るものが一般的であり，

ノリ，ワカメ，コンブ等特定の加工品を対

象品目とする場合に多くみられる。

一方共同出荷は，市場を持たない漁協が

組合員の漁獲物をまとめて他の産地市場や

消費地市場に出荷するという販売形態であ

り，場合によっては産直という形で量販店

等に直接出荷・販

売されることもあ

る。また，仮に漁

協が産地市場を持

っている場合であ

っても，ブリ類等

の養殖魚など特殊

な生産物に関して

は，この販売形態

が採られることが

多い。

（単位　トン，百万円，％） 
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資料　第１図に同じ 
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１，４７８ 

１４０ 
６２７ 
１，８５６ 
１８，４７７ 
５６３ 

３７８ 

０４ 

９６ 
９３ 
６５ 
５２ 
８８ 

７２ 

１０８ 
１２６ 
８２ 
６８ 
９０ 

９４ 

対比 
（０４/７５） 

第3表　漁港種類別属地陸揚状況の推移 
－１漁港当たり平均水揚量および金額－ 
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最後の産地市場を通じた販売について

は，本稿の主題にもかかわる部分であり，

次項で詳細にみることとする。

（注３）水産庁『水産業協同組合統計表』

（３） 漁協が運営する産地市場

第11次漁業センサスによれば，911ある

産地市場のうち758（83％）が漁協・漁連

開設となっており，その他開設者による市

場の減少傾向を反映して徐々にその割合を

高めている。さらに，取扱高の面ではより

顕著な動向を示す。すなわち漁協系統が開

設している市場の取扱高は，90年代前半ま

で数量ベースでおおむね40％台，金額ベー

スで30％前後となっていたが，地方公共団

体が開設している市場の取扱い急減を受け

て，03年にはそれぞれ59.2％，54.7％にま

で急伸している（第４表）。

漁協系統開設市場の特徴は１市場平均で

の取扱高の小規模性にある。市場開設者別

農林金融2007・3
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の１市場あたり取扱高でみて，地方公共団

体開設市場が328億円（83年）から68億円

（03年）へと大きく減少するなかで，漁協

開設市場はこの間の減少が12億円から10億

円への微減にとどまっている。すなわち，

他市場における取扱高の急減を受けて，格

差は相対的に縮小傾向にある。とはいえ，

漁協開設市場の場合は10億円足らず（03年）

であり，会社・個人が開設する市場の同年

の取扱高27億円や漁連の19億円と比べて

も，その小規模性が際立つ。

あらためて産地市場と漁港，漁協との関

係を整理しておこう。産地市場数は，漁港

数（04年2,924）や沿海地区出資漁協数（06

年４月１日現在1,312）を下回る。整備促進

法，漁協合併助成法，あるいは漁協合併促

進法等の行政支援を背景に漁協の合併が進

展した結果，かつての入浜（漁港）ごとに

漁協があるという状況が大きく変化し，今

では漁協数が漁港数の半分以下にまで減少

している。

また，産地市場

数と漁協数の乖離

についても，必ず

しも漁協販売事業

の実施状況を反映

したものではな

く，漁協販売事業

の実施形態が大き

く影響しているこ

とは前述のとおり

である。水産庁の

調査によれば，調

（単位　千トン，億円，％） 

数
量 

金
額 

８，３６０ 
１０，４７１ 

１１，０９１ 
１２，５８８ 

９，８６９ 
６，１０３ 

４，７８４ 

１３，７１９ 
３２，７３５ 

３７，５００ 
３６，９２２ 

３６，８７０ 
１６，９１３ 

１３，８５２ 

７３年 
７８ 

８３ 
８８ 

９３ 
９８ 

０３ 

７３ 
７８ 

８３ 
８８ 

９３ 
９８ 

０３ 

資料　農林水産省『漁業センサス』   

全体 

３，７５６ 
４，５５８ 

５，１０８ 
５，０４２ 

４，３９８ 
１，９２７ 

１，３４６ 

７，８７５ 
１８，１６９ 

２１，９６３ 
２２，１５７ 

２２，１２１ 
４，９２３ 

３，５５６ 

２，９６９ 
４，５１１ 

４，７９６ 
６，２６２ 

４，４４７ 
３，３４６ 

２，８３４ 

３，８７０ 
１０，１１９ 

１０，６５４ 
１０，７６６ 

１０，４９４ 
８，３１７ 

７，５７３ 

漁協 
系統 

２，７４４ 
４，２６７ 

４，５２５ 
５，６３５ 

４，１３１ 
３，１９３ 

２，７３３ 

３，５４６ 
９，４２４ 

９，７４３ 
９，７０５ 

９，６４７ 
７，７３２ 

７，１６７ 

漁協 

２２５ 
２４４ 

２７１ 
６２７ 

３１６ 
１５３ 

１０１ 

３２４ 
６９５ 

９１１ 
１，０６１ 

８４７ 
５８５ 

４０６ 

漁連 

１，６３５ 
１，４０２ 

１，１８７ 
１，２８４ 

１，０２４ 
８３０ 

６０４ 

１，９７４ 
４，４４６ 

４，８８４ 
３，９９８ 

４，２５４ 
３，６７３ 

２，７２２ 

３５．５ 
４３．１ 

４３．２ 
４９．７ 

４５．１ 
５４．８ 

５９．２ 

２８．２ 
３０．９ 

２８．４ 
２９．２ 

２８．５ 
４９．２ 

５４．７ 

系統 うち漁協 

シェア 

３２．８ 
４０．８ 

４０．８ 
４４．８ 

４１．９ 
５２．３ 

５７．１ 

２５．８ 
２８．８ 

２６．０ 
２６．３ 

２６．２ 
４５．７ 

５１．７ 

地方 
公共団体 

会社 
個人 

第4表   産地卸売市場の開設者別取扱状況 



査組合総数1,455のうち1,160組合が販売事

業を実施（未実施295組合）している（前掲

（注３）参照）。すなわち，８割程度の漁協

が何らかの形で販売事業を実施しており，

漁協開設の産地市場数を大幅に上回る状況

にある。

産地市場を持たない漁協は，他の産地市

場へ共同出荷等の方法で組合員の漁獲物を

出荷・販売するが，これらが産地市場に搬

入された場合「搬入物」
（注４）

として区分される。

なお，漁協ばかりではなく，出荷仲買人と

も言われる産地市場の買受人がこうした役

割を担うことも多い。

（注４）トラック輸送等陸上の運送手段が用いられ
ることから「陸送物」とも呼ばれる。

（１） 縮小する市場流通と市場の対応

03年の産地市場総体での取扱量は478万

４千トン，取扱金額は１兆3,852億円にと

どまり，それぞれピーク時の４割弱（数量

38％，金額37％）の水準にまで落ち込んで

いる。地方公共団体開設市場等における取

扱いの急減も含め，基本的には沖合・遠洋

漁業を主体に進んだ国内漁業生産の縮小を

反映した動向であり，産地市場流通の縮小

はいっそう進展している。

こうした状況に対し産地市場では，県外

船等，従来他港に水揚げしていた船の自港

での水揚げを誘致し，あるいは他漁港から

の搬入を誘致する等，取扱高の確保に向け

た対策を採っている。その背景には，自ら

農林金融2007・3
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ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

の市場運営を維持していくためばかりでな

く，買受人に対する数量や品揃えの確保，

地元加工業者に対する必要原料の供給等，

さまざまな事情が存在する。

02年に筆者が訪問した漁協では，県外船

等地元船以外の漁船誘致に力を入れてお

り，「地元船以外は手数料も高いのが通常

だが，准組合員化して手数料の同一化を図

っている」とのことだった。このような准

組合員は，大中型まき網や中型まき網，あ

るいは沖合イカ釣り等53社に上っており，

水揚げが区分されていないイカ釣りを除い

ても数量で50％，金額で28％と水揚げの多

くを占める状況（01年）となっている。

また別の漁協（06年訪問）では，集荷対

策として「漁期前には地域外の県内船主の

自宅を訪問し，漁期後は船主が属する漁協

にお礼に伺う」などの対応をしているとの

ことであり，多くの産地市場で外来船誘致

策が採られている。

しかし陸送物については，「浜値が低下

し，デリバリー経費が確保できなくなって

いる」あるいは「（他産地の）仲買人に，消

費地市場に荷を集中させる動きがある」こ

とから，努力はしているもののむしろ減少

傾向にあるとしている（02年訪問漁協）。

また水揚げに占める割合も，当該漁協の

場合数量で２％，金額で７％（01年）に過

ぎない。とはいえ，自分が開設した市場の

卸売業者となっている漁協の場合，他の産

地市場における卸売業者と比較すれば搬入

割合は相対的に少ない状況にある（第５

表）。取扱高や買受人数など規模にかかわ

３　産地市場の現状



ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

農林金融2007・3
22 - 140

ぼす。取扱高の規模別に市場数と買受人数

の変遷を整理したものが第６表である。市

場数は，取扱高１億円未満の極めて小さい

市場を除き全体として減少傾向にあり，し

かも規模の大きな階層ほど減少幅が大き

い。また近年は，10億円前後の層と30～50

億円層における減少が顕著である。取扱高

の減少や市場の統廃合による取扱高階層区

分の変更と市場数の減少が混在，かつ同時

進行しているため断定はできないが，おお

むねこの階層を中心に統廃合が進んでいる

ものとみられる。

買受人に関しては，規模の大きな市場ほ

ど減少率が大きいという傾向がある。直近

る市場としての魅力に乏しい，あるいは組

合員の水揚げする漁獲物と競合する，等い

くつか配慮すべき事情はあるものの，なお

搬入量を増やす努力の余地がないのかどう

かの検討も必要であろう。ちなみに，従来

他港に水揚げしていた船が自港に水揚げす

るようになり，水揚げ量が増加したが，逆

に魚価アップにつながった事例も報道され

ている。
（注５）

（注５）高知新聞（2006.12.23）「漁協水揚げ高57％
増－すくも湾中央市場開設１年」

（２） 買受人構造の変化

市場流通の縮小は，卸売業者とともに産

地市場を構成する買受人にも当然影響を及

資料　第４表に同じ 

第6表　取扱高規模別市場数と買受人数の推移     

市場数 

８８年 

１億円未満 
～５ 
～１０ 
～２０ 
～３０ 
～５０ 
～１００ 
１００億円以上 

　　計 

１６６ 
３８８ 
１７７ 
１２４ 
６３ 
５４ 
４６ 
５９ 

１，０７７ 

９３ 

１５８ 
３９４ 
１７０ 
１３２ 
５８ 
５４ 
３７ 
６６ 

１，０６９ 

９８ 

１６８ 
３５６ 
１７０ 
１２９ 
４７ 
５０ 
３４ 
３１ 

９８５ 

０３ 

１８５ 
３３４ 
１３５ 
１１５ 
４８ 
３５ 
３０ 
２９ 

９１１ 

増減率 

１１．４ 
△１３．９ 
△２３．７ 
△７．３ 
△２３．８ 
△３５．２ 
△３４．８ 
△５０．８ 

△１５．４ 

１０．１ 
△６．２ 
△２０．６ 
△１０．９ 
２．１ 

△３０．０ 
△１１．８ 
△６．５ 

△７．５ 

（０３/８８） （０３/９８） 

１市場平均買受人数 

８８ 

１３ 
２２ 
４０ 
４６ 
６３ 
８１ 
１２６ 
２４１ 

４８ 

９３ 

１２ 
２１ 
３６ 
４４ 
５８ 
８８ 
９３ 
２２５ 

４６ 

９８ 

１２ 
２１ 
３６ 
４７ 
６７ 
８３ 
１００ 
１６７ 

３８ 

０３ 

１３ 
２２ 
３５ 
４５ 
６１ 
８１ 
９６ 
１４５ 

３６ 

増減率 

△０．１ 
０．５ 

△１０．９ 
△２．４ 
△３．０ 
△０．８ 
△２３．８ 
△３９．９ 

△２５．７ 

１０．６ 
４．８ 
△１．５ 
△５．０ 
△８．２ 
△２．２ 
△４．３ 
△１３．４ 

△６．２ 

（０３/８８） （０３/９８） 

（単位　市場，人，％）

（単位　千トン，％） 

７３年 
７８　 

８３　 
８８　 

９３　 
９８　 

０３　 

資料　第４表に同じ 

第5表　業態別水産物卸売業者の取扱状況 

２，４２４ 
２，８５４ 

２，５５５ 
２，９５３ 

２，７５８ 
８０４ 

７２９ 

うち　 
搬入量 

８，４０９ 
１０，４７１ 

１１，０９１ 
１２，５８８ 

９，８６６ 
６，１０３ 

４，７８４ 

取扱量 

（２９） 
（２７） 

（２３） 
（２３） 

（２８） 
（１３） 

（１５） 

（割合） 

全体 

１２４ 
１６１ 

１３７ 
１３６ 

１６２ 
１２０ 

１４４ 

うち　 
搬入量 

３，０６７ 
４，８６３ 

５，４５４ 
６，０７４ 

４，５８６ 
３，５９０ 

３，０４６ 

取扱量 

（４） 
（３） 

（３） 
（２） 

（４） 
（３） 

（５） 

（割合） 

漁協 

４３ 
１２２ 

６９ 
１６９ 

１６８ 
９５ 

７３ 

うち　 
搬入量 

４８３ 
９００ 

９１２ 
１，４３３ 

１，０２９ 
６５４ 

３８４ 

取扱量 

（９） 
（１４） 

（８） 
（１２） 

（１６） 
（１５） 

（１９） 

（割合） 

漁連 

２，２５０ 
２，５６２ 

２，３４０ 
２，６４０ 

２，４２２ 
５８４ 

５０９ 

うち　 
搬入量 

４，８４９ 
４，６９６ 

４，７１３ 
５，０６９ 

４，２４１ 
１，８５１ 

１，３４８ 

取扱量 

（４６） 
（５５） 

（５０） 
（５２） 

（５７） 
（３２） 

（３８） 

（割合） 

会社 

７ 
９ 

８ 
８ 

６ 
５ 

３ 

うち　 
搬入量 

９ 
１３ 

１３ 
１３ 

１０ 
８ 

６ 

取扱量 

（７４） 
（７３） 

（６３） 
（６５） 

（６１） 
（６４） 

（４０） 

（割合） 

その他 
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の５年間でもこうした動向に変化はなく，

とりわけ取扱高100億円以上規模の市場で

買受人が減少している。買受人の業態別に

それぞれの動向をみた場

合，減少率が拡大しつつ

ある「加工」，引き続き

減少傾向にある「小売」

の一方で，これまで減少

の大きかった「卸」や

「出荷」で減少が止まる

などの変化がみられる
（注６）

（第７表）。

しかし，買受人の売

上規模別にその詳細な状

況をみると，規模の大きな買受

人の減少傾向は概して継続して

おり，その度合いも大きい（第

８表）。明確に増加に転じた

「卸」についても，10億円以上

層の増加もあるが，主に年間売

上５千万円未満層，とりわけ

100万円未満層の顕著な増加に

よるものである。こうした状況

は市場規模別にみた「卸」買受人の

動向にも反映しており，おおむね大

規模市場における減少，30億円未満

市場での増加となっている。

買受人の動向は，今後の産地市場

を考える上で重要な意味をもつと考

えられるので，あらためて整理して

おきたい。産地に水揚げされた水産

物は，生鮮食用向け，食用加工向け，

餌・肥料等非食用向けに仕向けられ

農林金融2007・3
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る（第２図）。生鮮食用向けは消費地市場，

とくに県外市場に多く仕向けられている

が，この場面で大きな役割を担うのが「出

資料　第４表に同じ 

第7表　業態区分別買受人数の推移 

７３年 
７８ 

８３ 
８８ 

９３ 
９８ 

０３ 

７８/７３ 
８３/７８ 
８８/８３ 
９３/８８ 
９８/９３ 
０３/９８ 

４８，３２４ 
５０，５２４ 

５２，４５８ 
５１，８０１ 

４８，７９３ 
３７，５３３ 

３２，５６７ 

４．６ 
３．８ 
△１．３ 
△５．８ 
△２３．１ 
△１３．２ 

総数 

４，２４０ 
４，２７６ 

４，６７８ 
４，６４６ 

４，５０７ 
３，９９８ 

４，０３４ 

０．８ 
９．４ 
△０．７ 
△３．０ 
△１１．３ 
０．９ 

出荷 

６，２５３ 
６，２０１ 

６，１２３ 
６，１１３ 

５，８３７ 
３，２２３ 

３，４７２ 

△０．８ 
△１．３ 
△０．２ 
△４．５ 
△４４．８ 
７．７ 

卸 

８，５９３ 
８，４１９ 

８，４７１ 
８，２３６ 

８，０４６ 
７，０６３ 

５，９２６ 

△２．０ 
０．６ 
△２．８ 
△２．３ 
△１２．２ 
△１６．１ 

加工 

２７，９６８ 
３０，１９５ 

３１，０３３ 
３０，１１４ 

２７，２８４ 
２０，０７８ 

１６，４４４ 

８．０ 
２．８ 
△３．０ 
△９．４ 
△２６．４ 
△１８．１ 

小売 

１９，０９２ 
２２，２８０ 

２３，８１０ 
２３，８６４ 

２１，９９６ 
１５，５４５ 

１２，７２８ 

１６．７ 
６．９ 
０．２ 
△７．８ 
△２９．３ 
△１８．１ 

店舗あり 

８，８７６ 
７，９１５ 

７，２２３ 
６，２５０ 

５，２８８ 
４，５３３ 

３，７１６ 

△１０．８ 
△８．７ 
△１３．５ 
△１５．４ 
△１４．３ 
△１８．０ 

店舗なし 

１，２７０ 
１，４３３ 

２，１５３ 
２，６９２ 

３，１１９ 
３，１７１ 

２，６９１ 

１２．８ 
５０．２ 
２５．０ 
１５．９ 
１．７ 

△１５．１ 

その他 

（単位　人，％）

（単位　％）

出荷 

卸 

加工 

小売 
（店舗あり） 

資料　第４表に同じ 

第8表　業態別・規模別買受人の増減動向 

０３/８８年 
０３/９８　 

０３/８８　 
０３/９８　 

０３/８８　 
０３/９８　 

０３/８８　 
０３/９８　 

△１３．２ 
０．９ 

△４３．２ 
７．７ 

△２８．０ 
△１６．１ 

△４６．７ 
△１８．１ 

３９．４ 
２０．１ 

７１．１ 
５３．０ 

５．４ 
△８．８ 

△２８．２ 
△４．５ 

△１４．０ 
７．３ 

９．５ 
１３．５ 

△２７．８ 
△９．１ 

△４２．８ 
△１５．２ 

△１６．２ 
０．２ 

△２４．７ 
１．０ 

△４１．７ 
△２６．３ 

△５７．４ 
△２７．７ 

△２１．９ 
△９．３ 

△７９．８ 
△８．９ 

△３３．２ 
△１９．１ 

△８３．７ 
△３３．３ 

△４１．３ 
△３３．０ 

１２．３ 
６．４ 

△４６．３ 
△１６．２ 

△５３．３ 
△６．７ 

１００万円 
未満 

１００～ 
１，０００ 

１，０００ 
～１億円 

１ 
～１０ 

１０億円 
以上 

増減率 総数 

資料　農林水産省『水産物流通統計』 
（注）　（　）内は数量。 

第2図　３２漁港水揚げの仕向状況（２００４年） 

消費地市場 
大型小売店 
場外問屋 
その他 

県内向け 
（７３） 

（２６） 
（２３） 
（５） 
（１９） 

生鮮食用向け 
（３７１） 

水揚量 
（１，２６１千トン） 

消費地市場 
大型小売店 
場外問屋 
その他 

県外向け 
（２９８） 

（２７２） 
（１０） 
（６） 
（１０） 

食用加工向け 
（５４７） 

餌・肥料等非食用 
（３４３） 



荷」買受人であり，食用加工向けと餌・肥

料等非食用向けを担う「加工」買受人とと

もに産地市場水揚量の相当部分の仕向けに

かかわっている（同図参照）。とりわけ，多

獲性魚種が大量に水揚げされる大規模な産

地市場においては，この「出荷」と「加工」

買受人の存在が大きいものとなる。

一方，漁協が開設・運営している産地市

場においては，主に沿岸漁獲物が上場され

るため生鮮食用向けの割合が高く，「卸」

「小売」「出荷」業務を営む買受人の役割が

相対的に大きくなる。前二者が主に地元消

費を担い，後者が地域外消費を担うことと

なる。

このように同じ産地市場とは言っても，

水揚げされる魚種や量の多寡によってその

市場に求められる買受人の機能（＝業態）

は異なる。漁協産地市場の機能強化や統

合・再編問題を考える場合，こうした視点

も重要なものとなる。

（注６）漁業センサスでの定義づけでは，「出荷」
は他の魚市場や卸売業者に出荷を行っている者，
「卸」は出荷以外で水産物の卸売を行っている者，
「加工」は自家の加工原料として買い付けを行っ
ている者，「その他」は上記以外の者を言うとし
ている。

（３） 漁協市場における買受人の動向

買受人の動向は，主に魚価の形成を通じ

て産地市場に影響を及ぼす。こうした点を

中心に漁協開設市場における買受人の動向

をみてみたい。

年間取扱高13～15億円の９割前後を小型

底引き網漁業による水揚げが占める山陰地

方の産地市場（02年訪問）の場合，買受人
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総数は54名で平均的な買受人を上回ってい

る。なお業態別では，関西のほか山陽・山

陰方面への出荷を業務とする買受人の割合

が高く，しかも上位５社の買受シェアがほ

ぼ50％前後で推移しているという特徴があ

る。なかでも，買受額トップの買受人のシ

ェアが２割を超えるなど，少数の買受人に

依存する市場運営となっている。

当市場のある地区にはほかに４市場ある

が，主な漁業種類が同一（小型底引き網漁

業），買受人も重複という状況にあるため，

市場の開始時刻を15～30分ずつずらすなど

の対応を行っている。こうした市場を統合

しても，ロットのまとまりや買受人の増加

につながらないため，市場運営コスト削減

等の効果にとどまり，価格形成力の向上に

はつながらないであろう。

次は，水揚げの大半が現地で太物と
（注７）

呼ぶ

マグロ類であり，一般的な沿岸漁獲物は年

間２億円程度という産地市場（近年の年間

取扱高20億円前後）の事例である。当該市

場では，太物は入札，それ以外の鮮魚はセ

リを基本に運営されている。買受人はそれ

ぞれ14名，30名ということであるが，それ

ぞれ10年前と比較して，前者が地元買受人

の減少を地域外業者でカバーできているの

に対し，後者の場合は仲卸，小売主体に大

幅に減少するなど，その状況は大きく異な

る。実際には，買受人の登録人数と稼働人

数とのギャップもあり，その差はもっと大

きいかもしれない。

当日のセリは参加買受人10数人程度と小

規模で，２声ないし３声で競り落とされる



という状況であり，さらに特定の魚種につ

いては特定買受人の独壇場になるなど，正

常な価格形成が行われているとはいえない

状況だった。制度としては漁業者の指値制

もあるが，現在活用事例はないとのことで

あり，漁業者あるいはそれを補うべき漁協

の販売力の脆弱性がうかがえる。スーパー

や専門量販店等川下主導で行われている水

産物取引の現状から，産地市場での価格形

成力向上にも限界があるとはいえ，買受人

の増強や新たな販路開拓等の対策が必要と

いえよう。
（注７）「ふともの」と読み，「マグロやカジキ類な
どおおむね魚体重30kg以上の魚種を総称したも
の」とのことである。

水産庁が「水産基本政策検討会中間取り

まとめ」を公表した98年以降，産地市場の

機能強化や統合・再編問題が大きく取り上

げられ，漁協系統においても，これに先立

つ97年に「産地市場の機能強化と採算性の

確保のため産地市場統合に取り組む」とす

る運動方針を組織決定するなど，対応が進

められている。

目標とする市場の規模や内容は，都道府

県知事等関係者あてに出状された前掲水産

庁長官通知（「水産物産地市場の統合および

経営合理化に関する方針」）に盛り込まれて

いる。物理的に複数の市場を統合して一つ

の市場とする場合と，物理的な統合や集荷

を伴わずに情報通信技術の活用によって一
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か所で取引を行う場合との２つのケースが

想定されているが，基本的には市場統合が

その柱となっている。具体的には，大量広

域流通圏型，地域拠点型，特定魚種流通型

の３類型の市場が想定されており，目安と

してそれぞれの規模目標等も設定されてい

る（第９表）。しかしながら，「この目標の

下で33道府県において産地市場再編整備計

画等が策定されたものの，統合実践はこれ

まで10か所余りにとどまって（いる）
（注８）

」と

指摘される状況にある。

情報通信技術の発達は目覚ましいものが

あり，ＩＴやＥＤＩを活用した市場統合も可

能であろうが，これまでみてきたような産

地市場の現状と2010年度という目標年度を

考えた場合，前者の市場統合が主体となろ

う。この場合，産地市場の統廃合や買参権

の開放問題も含めて議論された水産庁主催

「水産物供給コスト検討専門委員会」（06年

11月）における指摘，「地域や取引魚種で産

地市場のあり方も異なり，一律に統合する

には無理がある」「買参人等の新規参入も

地域の事情によっては難しい」等も十分考

慮する必要がある。

また，市場統合が魚価に与える効果は限

定的，市場統合に加え高度衛生管理型市場

に移行しても魚価向上は困難等，事例調査

を踏まえた研究成果も発表され，「地域水

産物の需給実態を反映させた拠点の配置が

必要」との指摘もある。
（注９）

まさに前でみたように，魚種等の水産物

特性や加工，消費等，当該漁港の後背条件

に規定される強化すべき買受人機能等の検

４ 産地市場再編計画の現状と課題

――むすびに代えて――
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て，販売事業を見直す必要があろう。当然

リスクも伴うだけに，漁協合併も含めた耐

性力の強化，人材確保も含めた体制整備，

あるいは組合員の理解を得る等，事前準備

に万全を尽くす必要があるが，その上での

積極的な取組みに期待したいものである。

（注８）廣吉勝治（2006）「産地市場の機能強化と
市場統廃合の課題」『漁協』』 No.119（2006年春
号）10頁

（注９）中央水産研究所（2006）「産地集出荷拠点
の配置のあり方について」『研究のうごき』第４
号６頁
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討も踏まえて，当該産地市場の将来像が展

望されなければならない。平均的な漁協市

場では，水揚げの減少よりも価格形成力の

低下が大きな課題となっている（第２節参

照）。適当な買受人や加工業者の誘致が優

先されようが，漁協においては販売事業の

一環としての位置づけであり，困難な場合

は他漁協，他業者との提携や単独実施も含

めて考える必要があろう。

品揃えへの貢献の違いから｢産地漁協よ

りも産地仲買を優遇｣する消費地市場の風

潮を指摘する声もあったが，自ら買受人と

なって上場金額（約30億円）の10～15％程

度を落札し，消費地市場や東京，大阪，京

都等の生協に出荷するなど，出荷買受人の

脆弱性をカバーしている事例もある。業務

用消費の拡大等市場外流通への対応も含め

市場のイメージ 

卸売業者の経営 
に関する事項 
（数値等は目安） 

市場例 

出荷圏規模 

集荷圏規模 

県外出荷率（目安） 

取扱金額 

取扱数量 

市場担当職員数 

買受人人数 

全国 

県～ブロック 

５０％以上 

５０億円以上 

２４千トン以上 

１５名以上 

８０人以上 

宮古（岩手県） 
女川（宮城県） 
焼津（静岡県） 
浜田（島根県） 
枕崎（鹿児島県） 

複数市町村～県 

市町村～県 

 

２０億円以上 

５千トン以上 

６名以上 

５０人以上 

根室（北海道） 
敦賀（福井県） 
宮津（京都府） 
香住（兵庫県） 
沖縄（沖縄県） 

全国 

県～ブロック 

５０％以上 

１２億円以上 

１千トン以上 

４名以上 

２６人以上 

佐賀関（大分県） 
明石浦（兵庫県） 
和具（三重県） 
本渡（熊本県） 
勝本（長崎県） 

市場の特徴 

資料　水産庁長官通知「水産物産地市場の統合および経営合理化に関する方針」（０１年３月３０日付）の別紙１「水産物産地市場のタイ
プ別目標像」から項目の一部を抜粋。 

第9表　水産物産地市場のタイプ別目標像 

大量広域流通圏型 市場の分類 

消費地市場化も目指す市場。 

地域拠点型 

当日売圏型、大量広域流通
圏型のサテライト市場。市
場統合の対象。 

特定魚種流通型 

全国の市場や問屋に水産
物を再配分することを目指
す。ブランドを志向する。 
平均単価１，０００円/ｋｇ以上
のものを取扱う市場を想定。 


